
（秋田市決定）秋田都市計画下水道の変更

（ ）「 」 「 」秋田都市計画秋田市公共下水道 秋田地域 ２排水区域 及び ３下水管渠

を次のように変更する。

２．排水区域

「排水区域は総括図表示のとおり」

（備考） 面積 約 7,304 ha（うち処理区域 約 7,304 ha）

３．下水管渠

位 置
内 訳 備 考

起 点 終 点

東部幹線 秋田市寺内字蛭根 秋田市手形住吉町

理 由

新たな秋田県生活排水処理整備構想を踏まえ、排水区域について新たに区域編

入し、併せて下水管渠１幹線の廃止と１幹線の終点を変更するものである。
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変 更 理 由 書

公共下水道を含め農業集落排水や浄化槽といった生活排水処理施設は、健康で

快適な生活環境と公共用水域の水質保全を図るための重要な施設であり、早期に

市民のすべてが享受できるよう、効率的な整備が必要とされている。

秋田市公共下水道（秋田地域）は、既に計画決定されている排水区域約 7,163ha

のうち市街化区域における整備を優先的に行ってきたところであり、現在約

5,495haが整備済みとなっている。

平成 20 年度末現在の秋田市全体での下水道普及率は約 88 ％、整備率は約 79

％となっており、引き続き公共下水道の整備が進められている。

そのような中、生活排水処理施設整備のマスタープランであり、将来人口や地

域特性、経済的な検討を考慮し「どの地区に何の施設を整備するのか」をとりま

とめた新たな「秋田県生活排水処理整備構想」が、秋田県において平成 21 年３

月に策定されたところである。

今回の変更は、この整備構想を踏まえ、排水区域について、公共下水道での整

備が効率的な地区として今後事業計画の拡大を予定している区域や、排水区域の

隣接地で秋田県流域下水道管理者との協議により公共下水道の使用を許可されて

いる区域等を新たに編入するものである。また、併せて下水管渠１幹線の廃止と

１幹線の終点を変更するものである。
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（分流式汚水渠）

南部幹線 秋田市 秋田市

新屋豊町 新屋朝日町

東部幹線 秋田市 秋田市 秋田市 秋田市

寺内字蛭根 泉馬場 寺内字蛭根 手形住吉町

八橋下水道 秋田市八橋本町六丁目 約 秋田市八橋本町六丁目

終末処理場 ㎡

下水汚泥 秋田市河辺 約 秋田市河辺

コンポスト施設 豊成字虚空蔵大台滝 ㎡ 豊成字虚空蔵大台滝

金足 秋田市下新城長岡字耳取 約 秋田市下新城長岡字耳取

浄化センター ㎡

羽川 秋田市下浜羽川字古堂 約 秋田市下浜羽川字古堂

浄化センター ㎡

古川調整池 秋田市 約 秋田市

御所野下堤四丁目 ㎡ 御所野下堤四丁目

羽川調整池 秋田市下浜羽川字浜稲場 約 秋田市下浜羽川字浜稲場

㎡
変更なし

終　点

20,200

6,200

400

変更なし

変更なし

変更なし

変更なし

備　考

（うち処理区域約7,163ha）

（備考）面積約7,304ha

（うち処理区域約7,304ha）

備　考

起　点 起　点

13,000

4,100

変更後

秋田市公共下水道（秋田地域） 秋田市公共下水道(秋田地域)

（備考）面積約7,163ha

そ
の
他
の
施
設

下水道変更対照表

排水区域

廃止

名　　称

下
水
道
管
渠

終　点

位　　置位　　置

変更前

内　　訳

終点の変更

変更なし
39,100
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